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を 分「
次 前 の
の 項 百
よ 又 十
う は を
に 附 乗
改 則 じ
め 第 て

化 に 得
物 も た
及 該 数
び 当 値
粒 す 以
子 る 上
状 も で
物 の あ
質 で る
の 施 こ
値 行 と

分 に 分
の も の
一 該 一
を 当 を
超 す 超
え る え
な も な
い の い
こ で こ
と 施 と
。 行 。

に 分 も
も の 該
該 一 当
当 を す
す 超 る
る え も
も な の
の い で
で こ 施
施 と 行
行 。 規

る 九 得
。 条 た

の 数
四 値
の 以
四 上
第 で
四 あ
項 る
か こ
ら と

の 規 。
十 則
分 で
の 定
九 め
を る
超 も
え の
な
い

規
則
で
定
め
る
も
の

規 則
則 で
で 定
定 め
め る
る も
も の
の

第 。
七
項
ま
で
」
に
、
「
平

四
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附 附
則 則
第 第
九 九
条 条
の の
四 四
の の

し 効 の 附 こ
て 率 各 則 の
定 」 年 第 場
め と 度 九 合
ら あ に 条 に
れ る お の お
た の い 四 い
も は て の て

４
ル 二 定 附
ギ 十 す 第 則
ー 二 る 二 第
消 年 方 項 九
費 度 法 条 エ（
効 以 と 第 の ネ
率 降 し 一 四 ル
」 の て 号 の ギ

ニ

車 と
平 両 エ 。 窒
成 総 ネ 素
二 重 ル 酸
十 量 ギ 化

ハ ロ

車 車
平 両 エ 平 両
成 総 ネ 成 総
二 重 ル 二 重
十 量 ギ 十 量

四 二
第 第
三 五
項 項
中 か

ら「
前 第
二 八
項 項
」 ま
を で

を

の 適 四 、「
に 前 用 第 第
百 項 さ 一 二
分 第 れ 項 項
の 一 る に 第
百 号 べ お 一
二 イ き い 号
十 も て イ
五 に の 「
を 規 と 平 中
乗 定 し 成 「
じ す て 二 平

と 各 施 イ 二 ー
い 年 行 に 第 消
う 度 規 係 四 費
。 に 則 る 項 効
） お で 部 を 率
を い 定 分 次 が
算 て め に の 平
定 適 る 限 よ 成
す 用 方 る う 二
る さ 法 。 に 十
方 れ に ） 改 七
法 る よ 及 め 年

一 が ー 物
年 三 消 及
軽 ・ 費 び
油 五 効 粒
重 ト 率 子
量 ン が 状
車 を 平 物
基 超 成 質
準 え 二 の
に る 十 排
適 バ 七 出
合 ス 年 量

一 が ー 一 が
年 三 消 年 二
軽 ・ 費 軽 ・
油 五 効 油 五
重 ト 率 軽 ト
量 ン が 中 ン
車 を 平 量 を
基 超 成 車 超
準 え 二 基 え
に る 十 準 三
適 バ 七 に ・
合 ス 年 適 五「

前 削
各 る
項 。
」
に
改
め
、
同
項
を

て る 定 十 成
得 基 め 七 二
た 準 ら 年 十
数 エ れ 度 七
値 ネ た 基 年
」 ル も 準 度
と ギ の エ 以
読 ー に ネ 降
み 消 百 ル の
替 費 分 ギ 各
え 効 の ー 年

度と べ り び る
し き エ 前 。 基
て も ネ 項 準
施 の ル エ（
行 と ギ 第 ネ
規 し ー 一 ル
則 て 消 号 ギ
で 定 費 イ ー
定 め 効 に 消
め ら 率 係 費
る れ を る 効

す 度 が又
る は 基 平
こ ト 準 成
と ラ エ 二
。 ッ ネ 十

ク ル 一
の ギ 年
う ー 軽
ち 消 油
、 費 重
次 効 量

す 度 合又 ト
る は 基 す ン
こ ト 準 る 以
と ラ エ こ 下
。 ッ ネ と の

ク ル 。 バ
の ギ ス
う ー 又
ち 消 は
、 費 ト
次 効 ラ

同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第

る 率 百 消 度
も で 三 費 に
の あ 十 効 お
と つ 八 率 い
す て 」 」 て
る 平 と と 適
。 成 、 い 用

二 前 う さ
十 項 。 れ
二 第 ） る
年 一 に べ

方 た 算 部 率
法 も 定 分 に
に の し に 百
よ て 限 分（
り 附 い る の
エ 則 な 。 百
ネ 第 い ） 五
ル 九 自 の を
ギ 条 動 規 乗
ー の 車 定 じ
消 四 で は て

の 率 車
い 以 基
ず 上 準
れ で に
に あ 定
も る め
該 こ る
当 と 窒
す 。 素
る 酸
も 化

の 率 ッ
い に ク
ず 百 の
れ 分 う
に の ち
も 百 、
該 五 次
当 を の
す 乗 い
る じ ず
も て れ

二
項
中
「
第
二
種
省
エ
ネ
ル

度 号 百 き
以 イ 分 も
降 の の
の 中 百 と
各 十 し「
年 平 」 て
度 成 と 定
に 二 あ め
お 十 る ら
い 七 の れ
て 年 は た

費 の あ 、 得
効 四 つ 平 た
率 第 て 成 数
を 一 、 二 値
算 項 基 十 以
定 に 準 七 上
し お エ 年 で
て い ネ 度 あ
い て ル 基 る
る ギ 準 こ「
も 平 ー エ と

の 物
で 及
施 び
行 粒
規 子
則 状
で 物
定 質
め の
る 値
も の

の 得 に
で た も
施 数 該
行 値 当
規 以 す
則 上 る
で で も
定 あ の
め る で
る こ 施
も と 行

ギ
ー
自
動
車
」

五 を
「
第
三

適 度 も「
用 基 平 の
さ 準 成 （
れ エ 二 以
る ネ 十 下
べ ル 二 こ
き ギ 年 の
も ー 度 条
の 消 以 及
と 費 降 び

の 成 消 ネ 。
に 二 費 ル
つ 十 効 ギ
い 二 率 ー
て 年 で 消
準 度 あ 費
用 基 つ 効
す 準 て 率
る エ 平 を
。 ネ 成 算

の 十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ

の 。 規
則
で
定
め
る
も
の



平 土曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

者
等
（
第
三
号
に
お

６
に 二 一 の 三
も 道 四 月
該 路 公 基 の 三
当 運 共 本 四 十
す 送 交 方 第 一
る 法 通 針 五 日
も 第 移 に 項 ま
の 三 動 平 に で

５
則 二
で 路 項「
定 線 公 高 に
め バ 共 お齢
る ス 交 い者
も 等 通 て、
の の 移 障 「
に う 動 基害

４
一 ら の と 供

千 規 が す 道
高 万 定 で る 路
齢 円 の き 自 運
者 を 適 る 動 送
、 控 用 設 車 法
障 除 に 備 第（
害 し つ ま 次 三

種「
附 二 一 平 環
則 成 境
第 附 附 二 対
九 則 則 十 応
条 第 第 四 車
の 九 九 年 」
四 条 条 三 に
の の の 月 改

い
て
「
高
齢
者
、
障
害
者
等
」

で 条 等 成 規 に
あ 第 円 三 定 行
つ 一 滑 十 す わ
て 号 化 二 る れ
そ ハ 基 年 路 た
の に 準 度 線 と
構 規 で ま バ き
造 定 施 で ス に
及 す 行 に 等 限
び る 規 導 に り
設 一 則 入 あ 、
備 般 で す つ 同

限 ち 等 本者
る 、 円 方等
。 次 滑 針の
） の 化 」移
で 各 基 と動
初 号 準 い等
め の 」 うの
て い と 。円
新 ず い ）滑
規 れ う に化
登 に 。 平の
録 も ） 成

者 て い で 項 条
等 得 て の に 第
の た は 通 お 一
移 額 、 路 い 号
動 」 当 に て イ
等 と 該 段 に「
の す 取 が 路 規
円 る 得 な 線 定
滑 。 が い バ す
化 平 も ス る
の 成 の 等 一
促 二 」 般

四 四 四 三 め
第 の の 十 、
二 二 二 一 「
項 第 第 日 （
を 三 三 」 附
同 項 項 を 則
条 第 第 第「
第 二 一 平 九
三 号 号 成 条
項 ハ 二 の（
と 又 同 十 四
し は 条 七 の

と
い
う
。
）
の
移
動
上
の
利

が 乗 定 る て 項
高 用 め 台 は 中
齢 旅 る 数 、 「
者 客 も が 二 取
、 自 の 目 百 得
障 動 に 標 万 価
害 車 適 と 円 額
者 運 合 し ） 」
等 送 す て を と
の 事 る 定 控 あ
移 業 も め 除 る

促
等 該 で 三進
を 当 施 十に
受 す 行 二関
け る 規 年す
る も 則 度る
も の で ま法の で 定 で律の あ め に第取 つ る 導八得 て も 入条に 車 の す

（
進 十 施 と 乗
に 七 行 い 合
関 年 規 う 旅
す 三 則 。 客
る 月 で ） 自
法 三 定 の 動
律 十 め う 車

一 る ち 運（
平 日 も 、 送
成 ま の 次 事
十 で に の 業

、 ニ 第 年 二
同 に 四 三 第
項 掲 項 月 四
の げ に 三 項
次 る お 十 か
に 軽 い 一 ら
次 油 て 日 第
の 自 読 」 七
四 動 み に 項
項 車 替 改 ま
を え め で

便
性
を
特
に
向
上
さ
せ
る
も

動 を の ら し の
等 経 で れ て は
の 営 あ た 得 、
円 す る 自 た 「
滑 る こ 動 額 取
化 者 と 車 」 得
の が 。 に と 価
促 そ 該 す 額
進 の 当 る か
に 事 す 。 ら
関 業 る 六

第係 椅 に る一る 子 適 台項第 を 合 数に七 使 す が規十 用 る 目定条 し も 標す第 た の とる一 ま で し公項 ま あ て
共の 円 る 定
交規 滑 こ め

八 に 限 各 を
年 行 る 号 経
法 わ 。 の 営
律 れ ） い す
第 た で ず る
九 と 初 れ 者
十 き め に が
一 に て も 同
号 限 新 該 法
） り 規 当 第
第 、 登 す 五

（
加 電 て 、 又
え 力 準 同 は
る 併 用 項 前
。 用 す 各 項

自 る 号 の
動 場 を 規
車 合 次 定
に を の の
限 含 よ 適
る む う 用
。 。 に が

の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も

す の も 百
る 用 の 五
法 に で 十
律 供 あ 万
第 す る 円
二 る こ （
条 乗 と 乗
第 用 。 車
一 車 定
号 の 員
に う 三

通定 に と ら
移の 乗 。 れ
動適 降 た
等用 す 自
円に る 動
滑つ た 車
化い め に
基て の 該
準は 昇 当

、 降 す（
次当 機 る

三 同 録 る 条
条 項 等 も 第
第 中 を の 一
一 受 で 項「
項 取 け あ 第
に 得 る つ 三
規 価 も て 号
定 額 の 乗 に
す 」 の 降 規
る と 取 口 定
基 あ 得 か す

） ） 改 あ
に め る
掲 る 場
げ 。 合
る の
ガ 自
ソ 動
リ 車
ン の
自 取
動 得

の
に
限
る
。
）
で
初
め
て

規 ち 十
定 、 人
す 次 未
る の 満
高 各 の
齢 号 附
者 の 則
、 い 第
障 ず 九
害 れ 条

項該 を も
及取 備 の
び得 え で
第が る あ
六平 も る
項成 の こ
に二 と（
お十 施 。
い七 行

年 規 て

本 る に ら る
方 の 係 車 路
針 は る 椅 線

、 第 子 定（
次 七 を 期「
項 取 十 固 運
及 得 条 定 行
び 価 第 す の
第 額 一 る 用
六 か 項 こ に

車 を
除
く
。
）
」
を
削
り
、

六
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に
係 次
る に
第 掲
七 げ
十 る
条 自
第 動

号 の
附 二 一 を 規
則 次 定
第 附 附 の の
九 則 則 よ 適
条 第 第 う 用
の 九 九 に が
四 条 条 改 あ
の の の め る

附 二 一
則 平 上 一
第 成 車 の 条 車
九 二 両 技 の 両
条 十 総 術 規 総
の 四 重 基 定 重
四 年 量 準 に 量
の 四 が よ が（

７
を ラ て
控 ッ 次 認は
除 ク に め、
し に 掲 た当
て あ げ も該
得 つ る の取
た て ト で得
額 は ラ あが

三 二 一 限 新
り 規

高 公 基 、 登
齢 共 本 同 録
者 交 方 項 等
、 通 針 中 を
障 移 に 受「
害 動 平 取 け

一 車
項 （
の 以
規 下
定 こ
の の
適 項
用 に
に お
つ い
い て
て

四 四 四 る 場
第 の の 。 合
一 二 二 の
項 第 第 自
を 二 二 動
同 項 項 車
条 第 第 の
第 二 一 取
二 号 号 得
項 ハ を（
と 又 同 除
し は 条 く

四 月 十 次 り 八
第 一 三 号 平 ト
一 日 ト に 成 ン
項 以 ン お 二 を
中 降 を い 十 超

に 超 て 四 え「
第 適 え 年 る「
一 用 る 制 四 ト
種 さ ト 動 月 ラ
省 れ ラ 装 一 ッ
エ る ッ 置 日 ク
ネ べ ク 保 以

」 、 ッ る平
と 平 ク こ成
す 成 と二 （
る 二 施 。十
。 十 行七

六 規年
年 則三
十 で月
月 定三
三 め十
十 る一
一 も

者 等 成 得 る
等 円 三 価 も
を 滑 十 額 の
含 化 二 」 の
む 基 年 と 取
全 準 度 あ 得
て で ま る に
の 施 で の 係
利 行 に は る
用 規 導 、 第
者 則 入 七「
の で す 取 十「

は 第
、 一
当 種
該 環
取 境
得 対
が 応
平 車
成 」
二 と
十 い

、 ニ 第 。
同 に 四 ）
項 掲 項 」
の げ に を
前 る お 削
に 軽 い り
次 油 て 、
の 自 読 「
一 動 み 平
項 車 替 成
を え 二

（
ル き 安 降 施（
ギ も 施 基 に 行
ー の 行 準 適 規
自 と 規 」 用 則
動 し 則 と さ で
車 て で い れ 定
」 定 定 う る め
を め め 。 べ る

ら る ） き け「
第 れ け で も ん
二 た ん 施 の 引

日
日 の（
） に第
ま 限一
で る号
に 。に
行 ）掲わ でげれ 初るた めトと てラき 新

移 定 る 得 条
動 め 台 価 第
上 る 数 額 一
の も が か 項
利 の 目 ら の
便 に 標 百 規
性 適 と 万 定
を 合 し 円 の
向 す て を 適
上 る 定 控 用
さ も め 除 に

七 う
年 。
三 ）
月 で
三 初
十 め
一 て
日 新
ま 規
で 登
に 録

（
加 電 て 十
え 力 準 四
る 併 用 年
。 用 す 三

自 る 月
動 場 三
車 合 十
に を 一
限 含 日
る む 」
。 。 を

種 制 引 行 と 自
環 動 自 規 し 動
境 装 動 則 て 車
対 置 車 で 定 及
応 保 に 定 め び
車 安 限 め ら 被
」 基 る る れ け
に 準 。 も た ん
改 で ） の 制 引
め 施 で に 動 自
、 行 あ 適 装 動

ッに 規ク限 登のり 録う、 等ち同 を車項 受両中 け総 る「 重取 も
量得 の
が価 の

せ の ら し つ
る で れ て い
機 あ た 得 て
能 る 自 た は
を こ 動 額 、
有 と 車 」 当
す 。 に と 該
る 該 す 取
構 当 る 得
造 す 。 が
及 る 平

行 等
わ を
れ 受
た け
と る
き も
に の
限 以
り 外
、 の
同 第

） ） 「
に 平
掲 成
げ 二
る 十
ガ 七
ソ 年
リ 三
ン 月
自 三
動 十

規 つ 合 置 車「
則 て す に を（

附 で 、 る 係 除
則 定 道 も る く
第 め 路 の 保 。
九 る 運 安 ）
条 も 送 上 で
の の 車 又 あ
四 に 両 は つ
の 適 法 公 て
二 合 第 害 、

二額 取
十」 得
二と に
トあ 係
ンる る
をの 第
超は 七
え、 十
る 条「
も取 第
の得 一

び も 成
設 の 二
備 で 十
が あ 七
特 る 年
に こ 三
優 と 月
れ 。 三
た 十
も 一
の 日

項 一
種中
環「

取 境
得 対
価 応

七 額 車
」 の
と 取
あ 得

車 一
日
」
に
改
め
、
同
項
各

第 す 四 防 道
四 十 路る 止
項 も 一 そ 運
か の 条 の 送
ら の 他 車
第 規 の 両
七 定 環 法
項 に 境 第
ま よ 保 四
で り 全 十

及価 項
び額 の
第か 規
二ら 定
号三 の
に百 適
掲五 用
げ十 に
る万 つ

円 ト い

と ま
し で
て に
国 行
土 わ
交 れ
通 た
大 と
臣 き
が に
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窒
素
酸
化

ハ
す

車 る
平 両 エ 窒 平 も
成 総 ネ 素 成 の
十 重 ル 酸 十 で
七 量 ギ 化 七 施

ロ
効 規
率 則 乗
を で 用 エ 窒
算 定 車 ネ 素
定 め 又 ル 酸
す る は ギ 化

四 三
イ 施 準

次 充 行 」
乗 に 電 規 と

平 用 掲 機 則 い
成 車 げ 能 で う
十 又 る 付 定 。
七 は ガ 電 め ）

二 一 る
以 第 の
降 四 天 電 は
に 十 然 気 、
適 一 ガ 自 「
用 条 ス 動 取
さ の 自 車 得
れ 規 動 価（

物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ

年 が ー 物 年 行
ガ 二 消 の ガ 規
ソ ・ 費 排 ソ 則
リ 五 効 出 リ で
ン ト 率 量 ン 定
軽 ン が が 軽 め
中 を 平 平 中 る
量 超 成 成 量 も
車 え 二 十 車 の
基 三 十 七 基
準 ・ 二 年 準
に 五 年 ガ に

る 方 車 ー 物
方 法 両 消 の
法 に 総 費 排
と よ 重 効 出
し り 量 率 量
て エ が が が
施 ネ 二 平 平
行 ル ・ 成 成
規 ギ 五 二 十
則 ー ト 十 七
で 消 ン 七 年
定 費 以 年 ガ

年 車 ソ 力 る に
ガ 両 リ 併 も 適
ソ 総 ン 用 の 合
リ 重 自 自 し
ン 量 動 動 、
軽 が 車 車 か
中 二 つ
量 ・ 、
車 五 窒
基 ト 素
準 ン 酸
に 以 化

る 定 車 電 額
べ に 気 か（
き よ 専 を ら
も り ら 動 四
の 平 可 力 十
と 成 燃 源 五
し 二 性 と 万
て 十 天 す 円
定 一 然 る を
め 年 ガ 自 控
ら 十 ス 動 除
れ 月 を 車 し

ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定

適 度 ソ 適ト
合 ン 基 リ 合
す 以 準 ン す
る 下 エ 軽 る
こ の ネ 中 こ
と バ ル 量 と
。 ス ギ 車 。

又 ー 基
は 消 準
ト 費 に
ラ 効 定

度 ソめ 効 下
る 率 の 基 リ
方 を バ 準 ン
法 算 ス エ 軽
に 定 若 ネ 中
よ し し ル 量
り て く ギ 車
エ い は ー 基
ネ な ト 消 準
ル い ラ 費 に
ギ 乗 ッ 効 定

適 下 物
合 の の
す バ 排
る ス 出
こ 若 量
と し が
。 く 平

は 成
ト 二
ラ 十
ッ 一

た 一 内 で て
排 日 燃 内 得
出 機 燃 た（
ガ 車 関 機 額
ス 両 の 関 」
保 総 燃 を と
安 重 料 有 す
基 量 と し る
準 が し な 。
で 三 て い
施 ・ 用 も

め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

ッ 率 め
ク に る
の 百 窒
う 分 素
ち の 酸
、 百 化
次 五 物
の 十 の
い を 値
ず 乗 の
れ じ 四

ー 用 ク 率 め
消 車 に る（
費 、 平 百 窒
効 バ 成 分 素
率 ス 二 の 酸
を 又 十 百 化
算 は 七 二 物
定 ト 年 十 の
し ラ 度 を 値
て ッ 基 乗 の
い ク 準 じ 四

ク 年
の 天
う 然
ち ガ
、 ス
次 車
の 基
い 準
ず に
れ 定
に め

行 五 い の
規 ト る を
則 ン 自 い
で を 動 う
定 超 車 。
め え で ）
る 十 施
も 二 行
の ト 規

ン 則（
以 以 で

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

に て 分
も 得 の
該 た 一
当 数 を
す 値 超
る 以 え
も 上 な
の で い
で あ こ
施 る と
行 こ 。

る で エ て 分
も あ ネ 得 の
の つ ル た 一
に て ギ 数 を
限 、 ー 値 超
る 平 消 以 え
。 成 費 上 な
） 二 効 で い
の 十 率 あ こ
う 二 を る と
ち 年 算 こ 。

も る
該 窒
当 素
す 酸
る 化
も 物
の の
で 値
施 の
行 十
規 分

下 下 定
こ の め
の も る
号 の も
に に の
お あ を
い つ い
て て う

は 。「
平 、 ）
成 平 の

規 と
則 。
で
定
め
る
も
の

、 度 定 と
す 。次 基

の 準 る
い エ 方
ず ネ 法
れ ル と
に ギ し
も ー て
該 消 施
当 費 行

則 の
で 九
定 を
め 超
る え
も な
の い

も
の
で

二 成 う
ち十 二

一 十 、
年 二 道
天 年 路
然 十 運
ガ 月 送
ス 一 車
車 日 両
基 ） 法

八
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十 十
五 一
年 日
四 ま
月 で
一 」
日 に
か 、
ら 「

費 で
効 あ 附 三
率 つ 則 め
」 て 第 る 充
に 平 九 も 電
改 成 条 の 機
め 二 の を 能
、 十 五 い 付
同 二 第 う 電

び 気 動「 「 「
定 平 に 汚 車 、
め 」 染 で メ成
る に 防 併 タ十
も 改 止 せ ノ五
の め 法 て ー年

、 第 電 ル三（
以 同 二 気 」月
下 項 条 そ に三

附 附
則 則 ハ ロ
第 第 と
九 九 エ 。 窒
条 条 ネ 素
の の ル 酸
五 四 ギ 化
第 の ー 物

六 五
イ 車

に 車 乗
平 限 両 用
成 る 総 車 エ
二 。 重 の ネ
十 ） 量 う ル
一 が ち ギ

平 平
成 成
二 二
十 十
六 一
年 年
三 度
月 分
三 」
十 を
一 「
日 平

条 年 四 。 力
第 度 項 次 併
五 以 第 項 用
項 降 四 に 自
中 の 号 お 動

各 中 い 車「
平 年 て「 （
成 度 以 同 電
二 に 下 じ 力
十 お こ 。 併
年 い の ） 用
四 て 条 自

こ 第 第 の 、十
の 一 十 他一 「
号 号 四 の 定日
」 中 項 施 め」
に に 行 るに 「
改 平 規 規 も改
め 成 定 則 のめ
、 十 す で 並、
同 一 る 定 び同
号 年 自 め に条
ロ 三 動 る 」第
中 月 車 も を

一 六 消 及
項 第 費 び
中 一 効 粒

項 率 子「
と 及 が 状
す び 平 物
る 第 成 質
自 二 二 の
動 項 十 排
車 中 七 出
で 年 量「
施 平 度

年 三 、 ー
軽 ・ 平 消
油 五 成 費
重 ト 二 効
量 ン 十 率
車 を 一 が
基 超 年 平
準 え 軽 成
に る 油 二
適 バ 軽 十
合 ス 中 七
す 又 量 年

ま 成
で 二
」 十
に 五
、 年

度「
平 分
成 」
二 に
十 、
二

月 適 に 動
一 用 お 車
日 さ い の
か れ て う
ら る ち「
平 べ 基 、
成 き 準 動
二 も エ 力
十 の ネ 源
一 と ル と
年 し ギ し

四
三 排 の項「 「

及 十 出 を 定第
び 一 ガ 動 め二次 日 ス 力 る号項 」 の 源 もイ」 を 排 と の中を 出 し 及「「削 平 の て びこり 成 抑 用 ガの、 十 制 い ソ項同 三 に る リ

が
行 成 基 平
規 二 準 成
則 十 エ 二
で 四 ネ 十
定 年 ル 一
め 三 ギ 年
る 月 ー 軽も 三 消 油の 十 費 重」 一 効 量を 日 率

度る は 車
こ ト 基 基
と ラ 準 準
。 ッ に エ

ク 適 ネ
の 合 ル
う す ギ
ち る ー
、 軽 消
次 油 費
の 自 効「

年 平
度 成
分 二
」 十
を 一

年「
平 四
成 月
二 一
十 日
六 か

三 て ー て
月 定 消 用
三 め 費 い
十 ら 効 る
一 れ 率 電
日 た 」 気
ま も を を
で の 外「
」 次 部（
を 第 項 か

九 に ら

」項 年 資 も ンの第 三 す の を下三 月 る で 内に号 三 も あ 燃
を 十 の つ 機「

及次 一 で て 関びの 日 施 、 の
次よ 」 行 廃 燃
項う に 規 エ 料
」に 改 則 ネ と
を改 め で ル し

車」 に 基「
と を 百 準す 分「 にる 平 の 定自 成 百 め動 二 十 る車 十 を 窒で 七 乗 素内 年 じ

酸燃 三 て
化機 月 得

い 動 率
ず 車 に
れ 百
に 分
も の
該 百
当 十
す を
る 乗
軽 じ
油 て

年 ら
度 平
分 成
」 二
に 十
改 二
め 年
、 三
同 月
項 三
第 十

「
平 項 お 充
成 に い 電
二 お て す
十 い る「
四 て 基 機
年 準 能「
四 平 エ を
月 成 ネ 備
一 二 ル え
日 十 ギ て
か 二 ー い

加め 、 定 ギ て
える 同 め ー 用
、。 項 る を い

第 も 回 る「
定 二 の 収 電
め 号 を す 力
る 中 い る 併
も う 機 用「
の 平 。 能 自

成 第 を 動（
以 十 四 備 車

物関 三 た
及を 十 数
び有 一 値
粒し 日 以
子な 」 上
状い に で
物も 改 あ
質の め る
の」 る こ
値に 。 と
の、 。

自 得
動 た
車 数
で 値
施 以
行 上
規 で
則 あ
で る
定 こ
め と

二 一
号 日
を ま
次 で
の 」
よ を

九 う 「
に 平
改 成
め 二

ら 年 消 る
費 も平 度

成 基 効 の
二 準 率 で
十 エ 」 施
五 ネ と 行
年 ル い 規
三 ギ う 則
月 ー 。 で
三 消 ） 定

下 三 項 え （
こ 年 に て 内
の 三 お い 燃
号 月 い る 機
及 三 て こ 関
び 十 同 と を
次 一 じ に 有
項 日 。 よ す
」 」 ） り る
を を 並 大 自

十「
分及
のび
九メ
をタ
超ノ
えー
なル
い」

を こ

る 。
も
の
（
電
力
併
用
自
動
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十
八
」
と
、
第
七
項

９ 「
準 率 で る （
エ で 定 方 第 同
ネ あ め 法 五 条
ル つ る に 項 第
ギ て 方 よ 九（
ー 平 法 り 第 項
消 成 に エ 四 に
費 二 よ ネ 号 お

度 分 三 ギ 「
の 月 ー 附分
自 三 消」 則
動 十 費 第に
車 一 効 九改
税 日 率 条め
に ま に、 の
限 で 百同 五
り 」 分条 第

四 項 た
附 三 第 も 附項
則 二 の 則又
第 充 号 第は （
九 電 の 第 九第
条 機 次 七 条五
の 能 に 項 の項
五 付 次 及 五」
第 電 の び 第の

る
二 。

素 の も
酸 号 の 天
化 に に 然
物 お あ ガ
の い つ ス
値 て て 自
の は 動「

中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ

効 十 り ル に い
率 七 エ ギ 係 て
」 年 ネ ー る 読
と 度 ル 消 部 み
い 以 ギ 費 分 替
う 降 ー 効 に え
。 の 消 率 限 て
） 各 費 を る 準
に 年 効 算 。 用
百 度 率 定 ） す
分 に を し 及 る
の お 算 て び 場

、 を の第 四
当 百八 項「
該 平 十 、項
自 成 五 第中
動 二 を 五「
車 十 乗前 項
が 四 じ項 （
平 年 て」 同
成 四 得の 条
二 月 た 第下
十 一 数 九に
五 日 値

六 力 一 第 五下
項 併 号 九 項に
中 用 を 項 第「

自 加 に 三「（
前 動 え お 号同
二 車 る い 中条
項 。 て第 「
」 に九 「
を 平 百項

成 分に 「
第 二 のお
四 十 百

十 平 、 車
分 成 平 の
の 二 成 う
九 十 二 ち
を 一 十 、
超 年 二 道
え 天 年 路
な 然 十 運
い ガ 月 送
も ス 一 車
の 車 日 両
で 基 ） 法

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
あ

百 い 定 い 第 合
十 て し な 七 を
」 適 て い 項 含
と 用 い 自 の む
あ さ る 動 規 。
る れ も 車 定 ）
の る の で は 」
は べ に あ 、 を

き つ つ 平 加「
前 も い て 成 え
項 の て 、 二 、

項「
年 か 」 に（
四 ら を第 お
月 平九 い「
一 成 平項 て日 二 成に 読か 十 二お みら 五 十い 替平 年 七て え成 三 年読 て二 月 度み 準十 三 基

い
項 七 二て
又 年 十読
は 度 五み
前 基 」替 項 準 をえ エて （ 「
第 ネ で準 九 ル あ用 項 ギ つす に ー てる お 消 平

施 準 以 第
行 」 降 四
規 と に 十
則 い 適 一
で う 用 条
定 。 さ の
め ） れ 規
る に る 定
も 適 べ に
の 合 き よ

し も り
る
の
は
「
第
四
項
第
四
号
に

第 と 準 平 十 同
四 し 用 成 七 条
号 て す 二 年 に
に 定 る 十 度 次
規 め 。 二 基 の
定 ら こ 年 準 一
す れ の 度 エ 項
る た 場 基 ネ を
平 も 合 準 ル 加
成 の に エ ギ え
二 お ネ ー る

替 用六 十 準え す年 一 エて る三 日 ネ準 場月 ま ル用 合三 で ギす を十 の ー
る 含一 間 消
場 む日 に 費

。合 ま 新 効
）を で 車 率
又含 」 新 」

場 い 費 成合 て 効 二を 読 率 十含 み 」 七む 替 と 年。 え い 度） て う 以」 準 。 降
を 用 ） の
加 す に 各
え る 百 年

、 の 平
か と 成
つ し 二
、 て 十
窒 定 一
素 め 年
酸 ら 十
化 れ 月
物 た 一
の 排 日
排 出

規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度

（
十 第 い ル 消 。
二 七 て ギ 費
年 項 、 ー 効
度 及 第 消 率
基 び 五 費 を
準 第 項 効 算
エ 九 第 率 定
ネ 項 四 を す
ル に 号 算 る
ギ お 中 定 方
ー い す 法

はむ に 規 に
第。 、 登 、

） 六録「 「
」 項、 を 平
を 」平 受 成
、 に成 け 二

改二 た 十「
附 め十 場 一
則 、二 合 年
第 同年 に 四
九 条度 あ 月

、 場 分 度
合 の に「

附 を 百 お
則 含 十 い
第 む 」 て
九 。 に 適
条 ） 改 用
の 」 め さ
五 に 、 れ
第 改 同 る
四 め 号 べ

（
出 ガ 車
量 ス 両
が 保 総
平 安 重
成 基 量
二 準 が
十 で 三
一 施 ・
年 行 五
天 規 ト
然 則 ン

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

「
消 て 基 る と
費 準 方 し「
効 平 エ 法 て
率 成 ネ と 施
に 二 ル し 行
百 十 ギ て 規
分 七 ー 施 則
の 年 消 行 で
百 度 費 規 定
三 基 効 則 め

条 第分 つ 一
の 七」 て 日
五 項を は か
第 中平 ら「
七 平 成 平 「

基項 成 二 成
」 準二 十 二
の エ十 五 十
下 ネ六 年 二
に 年 度 年 ル

項 、 を き
か も同「
ら 附 項 の
第 則 第 と
六 第 四 し
項 九 号 て
ま 条 と 定
で の し め
」 五 、 ら
を 第 同 れ

ガ で を
超ス 定

車 め え
基 る 十
準 も 二
に の ト
定 ン（
め 以 以
る 下 下
窒 こ の

一
〇
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（
過 て
疎 は
地 、
域 な
等 お
に 従
お 前
け の

５ （
自 間 条 後
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